
総務に関する事業

事業項目 具体的な事業

品位保持、執務の １．執務に関する指導及び情報の提供

ための指導及び連 ・司法書士倫理遵守の徹底

絡 ２．会則遵守の指導

３．岐司だよりの発行

４．月毎の行事予定表の発行

業務損害賠償保険 １．全員加入司法書士業務賠償責任保険の加入

２．任意損害賠償保険の加入促進

３．会業務賠償責任保険への加入

会則、規則の検討 １．法令調査委員会による会員必携の整備

２．連合会会費改定に対応する会費の見直し

３．会費改定に伴う諸規則、規程等の整備

４．会則改正に伴う諸規則、規程等の整備

５．品位保持に関する諸規則の調査、検討

福利厚生 １．福利厚生事業の実施

・司法書士国民年金基金の加入促進

・慶弔規程に基づく支給

政連、公嘱協会、 １．政治連盟との連携

リーガルサポート ２．リーガルサポートとの連携

との連携 ３．会員、新入会員に対するこれらの組織への加入促進

４．四者会議の開催

５．岐阜県公共嘱託登記司法書士協会解散後の対応

任意研究団体への １．岐阜青年司法書士会その他任意研究団体に対する助成

助成

事務局の整備及び １．事務局体制の合理化、恒常化へ向けての改善

指導 ２．対内広報を含む会保有情報の有効活用のためのシステム実施・保存

文書の電子化の推進

総会の運営 １．定時総会の準備及び運営

・臨時総会の準備及び運営

紛議調停 １．紛議調停への対応

その他 １．非司法書士排除活動



２．司法書士特別研修受講者の会員管理

３．委員会の開催通知の送付と会議メモの提出

４．岐阜県士業連絡協議会の幹事会活動

５．報酬研究委員会による司法書士報酬の研究

６．法令調査委員会による会則、規則、規程等の整備及び裁判外和解と

司法書士代理についての研究

７．商業・法人登記事務の取扱庁変更についての対応

８．債務整理業務の適正化への対応

９．補助者証の発行

企画に関する事業

事業項目 具体的な事業

業務の改善に関す １．司法書士過疎対策の検討及び対応

る企画及び立案に ２．組織制度基盤の整備

関する事項 ・支部再編成についての検討

３．ＤＶＤの有効活用に向けての対応

４．会館図書・ビデオの管理

５．会館増築計画と管理

業務関係法規その １．業務関係法規の調査と研究

他業務に関する調 （１）新オンライン申請システム運用への対応

査統計及び研究に （２）法改正に関する情報の収集

関する事項 ２．裁判事務受託推進事業の取り組み

・消費者問題受託推進の検討

広報に関する事業

事業項目 具体的な事業

対外広報 １．司法書士業務、司法書士制度に関する広報活動

（１）新聞広告の実施

（２）岐阜新聞「司法書士なんでも相談」の掲載

（３）マスコミ・行政を利用したパブリシティ広報

（４）ホームページによる対外広報

情報公開 １．ホームページによる本会及び会員の情報公開

対内広報 １．会員専用ホームページによる会及び会員相互の情報提供・情報交換

２．「会報ぎふ」の発行



その他 １．中部ブロック広報委員会への委員派遣
２．岐阜県士業連絡協議会への参加

研修に関する事業

事業項目 具体的な事業

会員研修 １．集合研修の開催（本会主催・支部主催）

２．倫理研修（年次制研修）の実施

３．通信研修の実施

研究活動への支援 １．不動産登記業務、企業法務、裁判業務への対応

２．業務研究グループへの支援

資料等の配布 １．実務参考資料の配布

新人研修 １．司法書士試験合格者に対するガイダンスの開催

２．日司連新人中央研修会、中部ブロック新人研修会への参加要請

３．集合研修会の開催

４．配属研修の実施

５．中部ブロック新人研修会への参画

登記事務研究会 １．法務局との権利・法人登記事務研究会の開催と開催方法等の検討

中部ブロック会員 １．中部ブロック研修会への参画と情報提供及び参加要請

研修

日司連会員研修 １．日司連が開催する会員研修の情報提供と参加要請

支部等との協調連 １．各支部との研修の連携

携 ２．リーガルサポート、青年会との研修の連携

他団体との交流 １．日司連及び中部ブロック研修担当者会議への参加

その他 １．ＤＶＤ・ビデオ研修の実施

市民事業に関する事業

事業項目 具体的な事業

相談事業に関する １．相談活動事業の増強

事項 ２．各種相談会の実施



（１）岐阜県多重債務相談会への協力・連携

（２）全国一斉相談会の実施

（３）「法の日」無料相談会の実施

（４）「相続登記はお済みですか月間」相談の実施

（５）岐阜県士業連絡協議会の無料相談会への参加

裁判外紛争解決手 １．司法書士ＡＤＲ実現に向けての対応

続の実施に関する

事項

その他司法書士が １．リーガルサポートとの協調・連携

提供する法的サー ２．日本司法支援センターとの協調・連携

ビスの拡充に関す ３．法教育活動の推進及び講師派遣

る事項 ４．社会問題への対応


